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１．はじめに
　ＴＲＩＰＰ　ＴＲＡＰＰ事件知財高裁判決（知財
高判H27.4.14）は、いわゆる「応用美術」一般につ
いて高度の創作性を要求することなく著作権保護の
可能性を示唆した等と、議論を呼びました。しかし、
同判決を、応用美術の保護範囲を拡大した画期的な
判決と捉えるのは誤解ではないか。今回は、同判決

前後の知財高裁判決における、応用美術の著作物性
に関する侵害判断に照らして、この点を検討してみ
たいと思います。

２．著作権法の条文のあてはめ
　著作権法は、同法２条１項１号において、著作物
を「思想又は感情を創作的に表現したものであっ
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て、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
をいう」と定義し、著作物の例示として「絵画、版画、
彫刻その他の美術の著作物」（著作権法10条１項４
号）を掲げ、同法２条２項で、「美術の著作物」には

「美術工芸品を含むものとする。」と規定しています。
この「美術工芸品」とは、同法10条１項４号によれば、
同号の掲げる「絵画、版画、彫刻」（鑑賞を目的と
する「純粋美術」）と同様に、主として鑑賞を目的と
する工芸品を指すものと解されます。
　いわゆる「応用美術」とは、こうした純粋美術と
区別して、量産品など、実用に供されあるいは産業
上の利用を目的とする表現物のことを言いますが、
著作権法上の明文規定はなく、「美術の著作物」に該
当し得るかが問題となります。
　応用美術には、a）美術工芸品、装身具など実用
品自体であるもの、b）家具に施された彫刻など実
用品と結合されたもの、c）文鎮製造のひな型など
量産される実用品のひな型として用いられることを
目的とするもの、d）染色図案など実用品の模様と
して利用されることを目的とするもの、が含まれま
す１。昭和45年に旧著作権法が現行著作権法に全面
改正される過程において、意匠法と著作権法の適用
領域をどのように調整するのか（著作権法において
保護されるのはどの範囲の応用美術なのか）につい
て検討されましたが、結局、立法的な解決は図られ
ず、判例解釈に委ねられてきました。

３．「美術の著作物」該当性の判断基準
　従来の判決においては、「純粋美術に該当すると
認めうる高度の美的表現を具有しているときは美術
の著作物」、「純粋美術と同視し得る程度の美的創作
性」など、表現は様々ですが、意匠法の存在を理由
として、応用美術の著作物性を認めるためには「通
常より高度な創作性が必要」だ等とする解釈がとら
れてきました２。これに対しては、「問題は創作性の
程度なのであって、美術性の程度や純粋性によって
保護の有無を区別するのは正当でない」（満田重昭
３）等の批判意見も根強く、上野達弘論文４（以下、「上
野論文」）では、以下のように論じています。
ア　応用美術の著作物性を認めるためには通常より

高度な創作性が必要だとする段階理論的解釈は、
たとえ「美術」該当性の判断としてであっても、
再検討すべきである。

イ　応用美術の場合、一定の機能を実現する必要性

から表現の選択の幅が制約され、創作性が肯定さ
れない場合や、肯定されても低い場合が少なくな
いと考えられる。近時の議論によれば、創作性が
低い著作物は一般に保護範囲が狭く、ほぼデッド
コピーの場合にのみ類似性が肯定されると考えら
れている。（中略）こうしたことからすれば、応用
美術について広く著作物性を肯定しても、大きな
弊害は生じないように思われる。

（段階理論的解釈を取らないという場合）
ウ　一つ目に視覚的表現はすべて「美術」に当たる

と考えて、通常の意味における創作性があれば著
作物性を肯定するという考え方があり得る【非区
別説】。（中略）これによれば、応用美術の著作物
性というは、結局のところ創作性の有無の問題に
帰着することになろう。ただ、それで問題がない
かどうかは残された問題となり得るところである。

エ　二つ目に、『美術』に当たるためには視覚的表現
であるというだけでは足りず、他のカテゴリーの
著作物と異なり、何等かの条件を課すという考え
方があり得る【区別説】。（中略）その場合は、そ
の条件の具体的内容および正当化根拠を明らかに
する必要がある。もし、それが高度の創作性と実
質的に同じものになるのであれば、結局のところ
段階理論と変わらないことになりかねないからで
ある。

４．知財高裁判決の動向
　知財高裁では、ＴＲＩＰＰ　ＴＲＡＰＰ事件判決
の前後を通じて、応用美術について、高度の創作性
は必要ではないものの、美術の著作物としての創作
性を認めるためには美的鑑賞の対象となり得る美的
特性を備えていることが必要、という考え方を示す
判決が続いています。

Ａ：ファッションショー事件判決（H26.８.28）
①　著作権法２条２項は、 単なる例示規定である

と解すべきである。
②　一品制作の美術工芸品と量産される美術工芸

品との間に客観的に見た場合の差異は存しない
のであるから、著作権法２条１項１号の定義規
定からすれば、量産される美術工芸品であって
も、全体が美的鑑賞目的のために制作されるも
のであれば、美術の著作物として保護される。

③　著作権法２条１項１号の定義規定からすれば、


